
議案第３０号 

 

   狭山市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 狭山市自転車駐車場条例（平成２１年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表に次のように加える。 

狭山市駅西口第２自転車駐車場 狭山市入間川１丁目３番１号 

 第５条ただし書を次のように改める。 

ただし、カード式回数券（電磁的方法により一時利用をすることができる回数が

記録されている券をいう。以下同じ。）及び定期券（定期利用をする者があらかじ

め交付を受ける券をいう。以下同じ。）による利用者は、これらを購入するときに

別表に定める使用料を納付しなければならない。 

 第６条第１項ただし書を次のように改める。 

ただし、カード式回数券及び定期券による利用者は、これらを購入するときに利

用料金を納付しなければならない。 

 別表第２項を次のように改める。 



２ カード式回数券に係る使用料額表 

種    類 金    額 

カード式回数券（１１回分） １，５００円 

備考  

１ 入庫から出庫までの時間数が１時間を超え２４時間までを１回分とする。 

２ 入庫から出庫までの時間数が２４時間を超える場合は、２４時間（入庫した時間から起算

して最初の２４時間を除く。）まで増すごとに、１回分とする。 

 別表に次の１項を加える。 

３ 定期利用に係る使用料額表 

（単位 円） 

備考 

 １ この表において「学生」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する

学校及び市長が認める教育施設に通学する者をいう。 

２ この表において「上段」とは、上下２段式駐車設備の上段部分への駐車をいい、「下段」

とは、上下２段式駐車設備の下段部分及び平置きの駐車設備への駐車をいう。 

 

 

 

名称 区分 
１箇月定期 ３箇月定期 ６箇月定期 

学生 一般 学生 一般 学生 一般 

狭
山
市
駅
西
口
第

１
自
転
車
駐
車
場 

上段 ２，２００ ２，５００ ６，０００ ６，８００ １１，３００ １２，８００ 

下段 ２，７００ ３，０００ ７，３００ ８，１００ １３，８００ １５，３００ 

狭
山
市
駅
西
口
第

２
自
転
車
駐
車
場 

上段 

２，７００ ３，０００ ７，３００ ８，１００ １３，８００ １５，３００ 

下段 



   附 則 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の狭山市自転車駐車場条例（以下「改正後の条例」という。）第２条に規

定する狭山市駅西口第２自転車駐車場の利用に係る改正後の条例第５条ただし書に

規定するカード式回数券及び定期券に関し必要な手続その他の行為については、こ

の条例の施行前においても行うことができる。 

 

 

  平成２３年６月１日提出 

 

         狭山市長 仲 川 幸 成 

 

 

 

提案理由 

 狭山市駅西口第２自転車駐車場を設置することに伴い、所要の改正をしたいので、

この案を提出するものである。 


